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○ 滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例（条例第41号） 

１ 女性の婚姻開始年齢の引上げに伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（第１条の規定による改正後の

第10条関係） 

２ 健全育成を阻害する行為の規制に係る保護の対象となる青少年に６歳未満の者を加えることとしました。（第２

条の規定による改正後の第10条関係） 

３ 何人も、保護者の依頼または承諾その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年をとどめてはならないこと

としました。（第２条の規定による改正後の第22条関係） 

４ 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならないこととしました。（第２条の

規定による改正後の第24条の２関係） 

５ 何人も、次に掲げる行為をしてはならないこととしました。（第２条の規定による改正後の第24条の３関係） 

(1) 青少年に対し、対償を供与し、またはその供与の約束をして、当該青少年から使用済み下着等を譲り受けるこ

と。 

(2) 青少年から使用済み下着等の有償の譲渡の委託を受けること。 

(3) 青少年に使用済み下着等の有償の譲渡の相手方を紹介すること。 

(4) 青少年に使用済み下着等を有償で譲渡するよう勧誘すること。 

６ ５に規定する行為について、場所の提供等を禁止することとしました。（第２条の規定による改正後の第25条関

係） 

７ ４の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であって、次

のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金に処することとしました。（第２条の規定による改正後の第27条

関係） 

(1) 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者 

(2) 当該青少年を威迫し、欺き、もしくは困惑させ、または当該青少年に対し、対償を供与し、もしくはその供与

の申込みもしくは約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者 

８ ５の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処することとしました。（第２条の規定による改正後の第27条関

係） 

９ その他 

(1) この条例は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行することとしました。ただし、１は令和６年４

月１日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

○ 滋賀県旅館業法施行条例および滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例（条例第42号） 

１ 滋賀県旅館業法施行条例（平成16年滋賀県条例第３号）の一部改正 

  旅館業法（昭和23年法律第138号）の一部改正による条項の移動等に伴い、必要な規定の整理を行うこととしまし

た。（第１条による改正後の第２条および第４条関係） 

２ 滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号）の一部改正 
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(1) 興行場法第２条第１項の規定に基づく興行場営業の許可の申請に対する審査の手数料について、営業を譲り受

けた者が申請する場合の手数料を削除することとしました。（第２条による改正後の第２条関係） 

(2) 公衆浴場法第２条第１項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査の手数料について、営業を譲り受け

た者が申請する場合の手数料を削除することとしました。（第２条による改正後の第２条関係） 

(3) 食品衛生法に基づく事務手数料のうち、営業の許可の申請に対する審査の手数料について、営業を譲り受けた

者が申請する場合の手数料を削除することとしました。（第２条による改正後の別表第34関係） 

(4) 理容師法および美容師法に基づく事務手数料のうち、理容所の検査または美容所の検査の手数料について、営

業を譲り受けた者が検査を受ける場合の手数料を削除することとしました。（第２条による改正後の別表第34の

２関係） 

(5) 旅館業法に基づく事務手数料のうち、旅館業の許可の申請に対する審査の手数料について、営業を譲り受けた

者が申請する場合の手数料を削除することとしました。（第２条による改正後の別表第34の３関係） 

(6) クリーニング業法に基づく事務手数料のうち、クリーニング所の検査の手数料について、営業を譲り受けた者

が検査を受ける場合の手数料を削除することとしました。（第２条による改正後の別表第43の２関係） 

３ その他 

(1) この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正

する法律（令和５年法律第52号）の施行の日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を設けることとしました。 

(3) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第43号） 

１ 滋賀県立琵琶湖文化館（以下「文化館」という。）を設置する目的および位置を改めることとしました。（第１

条関係） 

２ 文化館の業務を改めることとしました。（第２条関係） 

３ 文化館の開館時間を改めることとしました。（第３条関係） 

４ 文化館の特別観覧の許可およびその取消し等について規定を整備することとしました。（第４条および第５条関

係） 

５ 文化館の施設の使用の承認およびその取消し等ならびに使用料について規定を整備することとしました。（第６

条、第７条、第９条および別表関係） 

６ 指定管理者に行わせることができる管理業務および指定管理者の指定の手続について規定を整備するとともに、

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）に規定する選定事業者を

指定管理者として指定する場合の特例について定めることとしました。（第11条、第12条および第14条関係） 

７ 指定管理者に管理業務を行わせる場合の利用料金について規定を整備することとしました。（第16条および別表

関係） 

８ 文化館に滋賀県立琵琶湖文化館協議会を置くこととし、その組織等について定めることとしました。（第17条か

ら第21条まで関係） 

９ その他 

(1) この条例は、規則で定める日から施行することとしました。ただし、(2)の規定は、公布の日から施行すること

としました。 

(2) この条例の施行に関し必要な準備行為を定めることとしました。 

(3) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 
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